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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２５年１２月１２日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２５年８月１０日 ０７時０５分ごろ 

発生場所 長崎県対馬
つ し ま

市厳原
いづはら

港東方沖 

  対馬市所在の耶良埼
や ら さ き

灯台から真方位０９０°７.２海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３４°１１.６′ 東経１２９°２６.６′） 

事故調査の経過 平成２５年８月１２日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ  漁船  和賀
わ か

丸、１９トン 

     ＴＴ２－１６９３（漁船登録番号）、個人所有 

     １６.２０ｍ（Lr）×４.５１ｍ×１.５７ｍ、ＦＲＰ 

     ディーゼル機関、４７８.０８kＷ、昭和６２年７月１３日 

      第２７２－１７５８８号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ  漁船  千恵
ち え

丸、４.８トン 

      ＮＳ３－８６３８０（漁船登録番号）、個人所有 

      １０.８０ｍ（Lr）×２.５７ｍ×０.８４ｍ、ＦＲＰ 

      ディーゼル機関、漁船法馬力数９０、昭和５８年１０月１日 

 乗組員等に関する情報 Ａ  船長Ａ 男性 ７３歳 

     一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

        免許登録日  昭和５４年３月１４日 

        免許証交付日  平成２３年１１月１０日 

                      （平成２９年４月１日まで有効） 

Ｂ  船長Ｂ 男性 ５５歳 

     一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

        免許登録日  昭和５９年１０月１８日 

        免許証交付日  平成２１年２月２日 

                      （平成２６年１０月１７日まで有効） 

 死傷者等 Ａ  なし 

Ｂ  なし 

 損傷 Ａ  船首部に擦過傷 

Ｂ  船首部が圧壊 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａほか１人が乗り組み、厳原港東方沖１２Ｍ付近にお
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いて、いか釣り漁の操業を終え、船長Ａが単独で船橋当直に就き、約

８ノットの速力により、自動操舵装置を厳原港に向ける針路に設定

し、操舵室内の後部スペース右舷側で体の左側を下にして横になり、

同スペース左舷側に設置された２台のレーダーを見ながら航行してい

た。 

船長Ａは、航行中、レーダーの１台を３Ｍレンジとし、もう１台を

０.５Ｍレンジとして０.５Ｍ内に他の船舶が接近すれば、警報が鳴る

ようにガードリングを設定していたが、無線交信や携帯電話への応答

をする際、警報音がうるさいため、その都度、警報音鳴動スイッチの

ＯＮとＯＦＦを繰り返していた。 

船長Ａは、平成２５年８月１０日０６時５８分ごろ、携帯電話での

通話を終えた後、横になり、レーダーによる見張りを行っていたとこ

ろ、いつしか居眠りに陥り、突然、発生した衝撃により、Ａ船とＢ船

とが衝突したことを知った。 

船長Ａは、衝突後、警報音鳴動スイッチをＯＮにすることを忘れて

いたことが分かった。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、厳原港東方沖７Ｍ付近の漁場に

おいて、たいはえ縄漁の操業中、船長Ｂは、投縄中に複数のいか釣り

漁船が帰航して行く様子を見ながら投縄を行い、いか釣り漁船は大体

同じ時間に帰航するので、帰航船の姿が見えなくなったことで安心し

ていた。 

船長Ｂは、投縄を終えた後、船首を東に向け、右舷船首部に設置さ

れたはえ縄の巻揚げ機の船尾側に腰を掛け、前進と中立を繰り返して

右舷船尾方に縄が張るようにし、揚がって来るはえ縄に注意を向け、

時折、船首方に顔を振り向けていたが、船首方は太陽光による海面反

射でまぶしいと感じていた。 

船長Ｂは、主に右舷船尾方を見ながら、はえ縄の巻揚げを続けてい

たところ、飛行機の飛ぶような音を聞き、飛行機が飛ぶには時間が早

いと不審に思いながら、空を見上げたが、機影は見当たらず、船首方

に視線を向けたところ、Ａ船の船首部がＢ船の船首部の上に見えた直

後、０７時０５分ごろ、厳原港東方沖において、両船が衝突した。 

船長Ａ及び船長Ｂは、その後、それぞれ帰港し、事後の措置に当た

った。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 南、風力  ３、視界 良好 

海象：海上平穏、潮汐 上げ潮の中央期 

 その他の事項 

 

船長Ａは、５種類の処方薬を服用しており、これらの薬について

は、うち１種類には重大な副作用として意識喪失や失神を生じる旨

が、その他の副作用として眠気を生じる旨がそれぞれ報告されてお

り、他の１種類にはその他の副作用として眠気を生じる旨が報告され

ていた。 
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Ｂ船に設置されたはえ縄の巻揚げ機は、作動音が大きく、同機の近

くでは周囲の音が聞こえにくい状況であった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ  あり、Ｂ  あり 

Ａ  なし、Ｂ  なし 

Ａ  なし、Ｂ  なし 

Ａ船は、厳原港東方沖を自動操舵で西進中、単独で船橋当直中の船

長Ａが、操舵室後部スペースで横になり、レーダーによる見張りを行

っていた際、居眠りに陥ったことから、Ｂ船と衝突したものと考えら

れる。 

船長Ａは、０.５Ｍレンジに設定したガードリングの鳴動スイッチ

をＯＮにすることを忘れていたことから、Ｂ船に接近しても警報が吹

鳴しなかったものと考えられる。 

Ｂ船は、厳原港東方沖において、船首を東に向けて揚縄中、船長Ｂ

が、作動音により、周囲の音が聞こえにくい巻揚げ機の船尾側に腰を

掛け、右舷船尾方から揚がって来るはえ縄に注意を向けていたことか

ら、Ａ船の機関音を飛行機の音と思い、空を見上げた後に船首方向を

見てＡ船に気付き、その直後、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因 本事故は、厳原港東方沖において、Ａ船が自動操舵で西進中、Ｂ船

が船首を東に向けて揚縄中、単独で船橋当直中の船長Ａが居眠りに陥

り、また、船長Ｂが、作動音により、周囲の音が聞こえにくい巻揚げ

機の船尾側に腰を掛け、右舷船尾方から揚がって来るはえ縄に注意を

向けていたため、Ａ船とＢ船とが衝突したことにより発生したものと

考えられる。 

参考 船長Ａは、本事故発生後、床板の一部を取り外し、操船中は横にな

れないようにした。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・見張りはレーダーなどの航海計器のみに頼らず、目視でも行うこ

と。 

・操業中も見張りを行うこと。 

 

 


